
特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針 

 

 

当 社 は、個 人 番 号 及 び特 定 個 人 情 報 （以 下 「特 定 個 人 情 報 等 」といいます。）の適 正 な取 扱 いの確

保 について組 織 として取 り組 むために、以 下 のとおり基 本 方 針 を定 め、特 定 個 人 情 報 等 に関 する法 令 を遵

守 すると共 に、適 法 かつ適 正 に特 定 個 人 情 報 等 を取 扱 います。  

 

1. 特定個人情報等の適切な取扱い  

当 社 は、特 定 個 人 情 報 等 を取 得 、保 管 、利 用 、提 供 または廃 棄 するに当 たって、当 社 が別 途 定 める

「特 定 個 人 情 報 等 保 護 規 則 」に従 い、特 定 個 人 情 報 等 を適 切 に取 扱 います。  

 

2. 関係法令・ガイドライン等の遵守  

当 社 は、「行 政 手 続 における特 定 の個 人 を識 別 するための番 号 の利 用 等 に関 する法 律 」、「個 人 情 報

の保 護 に関 する法 律 」、「特 定 個 人 情 報 の適 正 な取 扱 いに関 するガイドライン（事 業 者 編 ）」およびそ

の他 関 係 法 令 、ガイドライン等 を遵 守 します。  

 

3. 安全管理措置に関する事項  

当 社 は、特 定 個 人 情 報 等 の安 全 管 理 措 置 に関 して、別 途 「特 定 個 人 情 報 等 保 護 規 則 」を定 め、必

要 かつ適 切 な安 全 管 理 措 置 を講 じます。また、従 業 者 に特 定 個 人 情 報 等 を取 扱 わせるに当 たっては、

特 定 個 人 情 報 等 の安 全 管 理 措 置 が適 切 に講 じられるよう、当 該 従 業 者 に対 する必 要 かつ適 切 な監

督 を行 います。  

 

4. 特定個人情報等の取扱いに関する苦情等対応について  

当 社 は、特 定 個 人 情 報 等 の取 扱 いに関 する苦 情 、お問 合 せの受 付 窓 口 を設 置 します。  

 

＜ご連 絡 先 ＞  秋 田 スバル自 動 車 株 式 会 社  営 業 支 援 部   

電 話 番 号 ：018-823-7111（必 要 な場 合 は録 音 させていただきます。予 めご了 承 下 さい。）   

受 付 時 間  13:00~17:00（平 日 ）…火 曜 日 ・水 曜 日 を除 きます。   

郵 送 の場 合 ：〒011-0901 秋田県秋田市寺内字三千刈 315-1 

 

5. 組織・体制  

(1)当 社 は、特 定 個 人 情 報 等 最 高 責 任 者 の下 、特 定 個 人 情 報 等 の保 護 に関 する管 理 責 任 者 を選

任 し、特 定 個 人 情 報 等 の適 正 な管 理 を実 施 します。  

(2)当 社 は、従 業 者 に対 し、特 定 個 人 情 報 等 の保 護 および適 正 な管 理 方 法 についての研 修 を実 施

し、日 常 業 務 における特 定 個 人 情 報 等 の適 正 な取 扱 いを徹 底 します。  

 

6. 適用関係  



個 人 情 報 のうち特 定 個 人 情 報 に該 当 するものについては、当 社 の個 人 情 報 保 護 方 針 に優 先 して、本

方 針 が適 用 されるものとします。  
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